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○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に
提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要。

○ こうした観点から、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回
復期・慢性期）ごとに推計し、「地域医療構想」として策定。

その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」により「見える化」しつつ、各構想区域に設
置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療

需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
令和3年6月18日

第８次医療計画等に
関する検討会資料
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○ 地域医療構想は、都道府県が構想区域（原則、二次医療圏）単位で策定。
よって、将来の医療需要や病床の必要量についても、国が示す方法に基づき、都道府県が推計。

○ 医療機能（高度急性期機能・急性期機能・回復期機能・慢性期機能）ごとに、医療需要（１日
当たりの入院患者延べ数）を算出し、それを病床稼働率で割り戻して、病床の必要量を推計。

○ 推計に当たり、できる限り、患者の状態や診療の実態を勘案できるよう、NDB（ナショナルデータ
ベース）のレセプトデータやDPCデータを分析する。

○ 具体的には、患者に対して行われた診療行為を、診療報酬の出来高点数で換算した値（医
療資源投入量）の多寡を見ていく。

○ その他、推計に当たっては、入院受療率等の地域差や患者の流出入を考慮の対象とする。

２０２５年の医療需要及び各医療機能の必要量の推計の基本的考え方

医療機能 ２０２５年の医療需要

高度急性期機能 ○○○○人／日

急性期機能 □□□□人／日

回復期機能 △△△△人／日

慢性期機能 ▽▽▽▽人／日

２０２５年の病床数の必要量

●●●●床

■■■■床

▲▲▲▲床

▼▼▼▼床

病床稼働率で割り戻
して、病床数に変換

都道府県
が構想区
域ごとに

推計
・高度急性期75% ・急性期78%
・回復期90% ・慢性期92%
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○ 各医療機関（有床診療所を含む。）は、毎年、病棟単位で、医療機能の「現
状」と「今後の方向」を、自ら１つ選択して、都道府県に報告。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児
集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い
医療を提供する病棟

急性期機能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期機能
○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能。

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復
帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）。

慢性期機能
○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、

筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

病床機能報告制度

○ 回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」のみではなく、リハビリテーションを
提供していなくても「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できることにご
留意ください。

○ 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、主に急性期機能を提供し
ている場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

○ 特定機能病院においても、病棟の機能の選択に当たっては、一律に高度急性期機能を選択するのではなく、個々の病棟の役割や
入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。
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○ 都道府県は、以下の医療機関に対し、地域医療構想調整会議へ出席し、必要な説明を行うよう求めること。

・病床が全て稼働していない病棟を有する医療機関 ・新たな病床を整備する予定の医療機関

・開設者を変更する医療機関

第30条の14 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の
団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画にお
いて定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項に
ついて協議を行うものとする。

２ 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力す
るよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなけ
ればならない。

地域医療構想調整会議について

医療法の規定

○ 都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議において合意した具体的対応方針をとりまとめること。

具体的対応方針のとりまとめには、以下の内容を含むこと。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療機関としての役割
② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

○ 公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改革プラン」「公的医療機関等２０２５プラン」を策定し、平成29年度中に
協議すること。

○ その他の医療機関のうち、担うべき役割を大きく変更する病院などは、今後の事業計画を策定し、速やかに協議する
こと。

○ 上記以外の医療機関は、遅くとも平成30年度末までに協議すること。

【個別の医療機関ごとの具体的対応方針の決定への対応】

【その他】

地域医療構想調整会議の協議事項
「地域医療構想の進め方について」（平成30年2月7日付け医政地発0207第1号
厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）より

第１８回地域医療構想に関するWG
（平成３１年１月３０日） 資料３
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地域の合意に基づく取組の具体化
・ 「重点支援区域」の技術的支援等を活用した、複数医療
機関による病床機能再編の検討

・ 地域医療介護総合確保基金（病床機能再編支援事業を含
む）や税制優遇を活用した取組の実施 など

地域医療構想の実現に向けた取組（全体像）

地域の取組厚生労働省の取組

【都道府県による議論活性化に向けた取組】

○地域医療構想調整会議（構想区域単位、都道府県単
位）の定期的な開催

○病床機能報告や各種データ等の提供

○地域医療構想アドバイザーによる議論活性化

【議論活性化に向けた技術的支援】

○データ・情報の提供
・ 病床機能報告など

・ 重点支援区域など具体的な事例

○研修会等の開催
・ 医療政策研修会（都道府県職員対象）

・ 地域医療構想アドバイザー会議

・ トップマネジメント研修（病院管理者対象）

○地域・医療機関のニーズに応じた支援
・ 都道府県の申請に基づき国が選定した「重点支援区域」に対し、ニーズ

に応じた技術的支援（データ分析等）を実施

＊ 今後、地域のさらなる議論活性化に向け、都道府県の依頼に応じて、
きめ細かな支援を実施

・ 県内（区域内）の議論を踏まえたデータ分析の支援

・ 県内（区域内）の医療機関向け、首長向け、住民向け説明会等の開

催支援 等

【病床機能再編の取組に対する財政支援等】

○地域医療構想調整会議における合意を前提に、病床機能
再編の取組に対して財政支援等を実施

・ 地域医療介護総合確保基金により、病床機能再編に必要な施設・
設備の整備に対する財政支援や、病床減少に伴う様々な課題に対応
するための財政支援（病床機能再編支援事業）を実施

・ 都道府県の申請に基づき国が選定した「重点支援区域」に対し、
手厚い財政支援（病床機能再編支援事業の加算）を実施

・ 大臣認定を受けた「再編計画」に基づき取得した不動産に関する
税制優遇措置（登録免許税）を実施

＜実績＞重点支援区域：11道県14区域
病床機能再編支援事業：33道府県143医療機関（Ｒ２年度）

具体的な病床機能再編

地域医療構想調整会議等における議論の活性化
・ 地域の医療ニーズや医療機能の把握・共有

・ 個々の医療機関における取組の方向性

・ 「重点支援区域」「再編計画」等の活用 など

構想区域における議論

地域の
ニーズに
応じた支援

6



県調整会議と地域調整会議の役割(議事項目)

7

県調整会議 地域調整会議

①調整会議運営方針 ①調整会議運営方針

②病床機能報告結果等による現状共有
及び課題抽出

②病床機能報告結果等による現状共有
及び課題抽出

③将来の提供体制構築のための方向性
共有（各地域の状況報告）

③将来の提供体制構築のための方向性
共有（各医療機関の役割明確化）

④地域医療介護総合確保基金・県計画 ④地域医療介護総合確保基金・県計画

⑤回復期病床への機能転換施設整備事
業に係る制度設計

⑤回復期病床への機能転換施設整備事
業に係る申請案件の適否

⑥地域調整会議で課題となっている点
の検討、その他情報共有等

⑥その他課題の検討、その他情報共有
等

第１回熊本県地域医療構想調整会議
（平成２９年６月３０日）資料１
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⇒ ２０２２年３月２４日 医政局長通知「地域医療構想の進め方について」を都道府県宛に発出
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第８次医療計画、地域医療構想等の検討・取組に当たって

第３回地域医療構想及び医師確保計画に
関するワーキンググループ
（令和４年３月２日）資料１
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新型コロナウイルス感染症への対応
第３回地域医療構想及び医師確保計画に

関するワーキンググループ
（令和４年３月２日）資料１



新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けて
第３回地域医療構想及び医師確保計画に

関するワーキンググループ
（令和４年３月２日）資料１
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13

人口構造の変化の対応
第３回地域医療構想及び医師確保計画に

関するワーキンググループ
（令和４年３月２日）資料１
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地域医療構想の進め方について①（令和４年３月２４日厚生労働省医政局長通知）
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地域医療構想の進め方について②（令和４年３月２４日厚生労働省医政局長通知）
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地域医療構想の進め方について③（令和４年３月２４日厚生労働省医政局長通知）



熊本県における地域医療構想の進め方について（案）①

これまでの取組の成果
病床機能

2025年
病床数の
必要量

2019年
（速報値）

2025年
（見込み）

2019→2025
増減

高度急性期 1,875 2,587 2,652 +65
急性期 6,007 9,007 9,165 +158
回復期 7,050 6,448 6,988 +540
慢性期 6,092 9,690 8,184 ▲1,506
小　計 21,024 27,732 26,989 ▲743

介護施設移行 ― ― 1,292 +1,292
現状・課題

高齢化に伴う患者ニーズの
変化を踏まえた各医療機関の
自主的な取組みによる回復期
や介護への転換が進んでいる。

※2025年（見込み）は、2019年時点での各医療機関の2025年の予定を集計

○ 地域医療構想に対する理解や医療機関相互の役割分担等に向けた具体的取組みの状況には、
地域ごとに大きな差がある。

○ 県として、地域医療構想の実現に向け、議論や検討を促進することに加え、議論の熟度に
応じた支援策を準備し、地域や医療機関の主体的な取組みを支援することが重要。

新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域医療構想の考え方

○ 国では、感染症対応により浮き彫りとなった課題にも対応できる質の高い効率的・効果的な
医療提供体制の構築に向けた取組みを引き続き着実に進めることが必要とされた。

○ 県としても、今回の感染症への対応を通して、各地域において医療機関相互の役割分担や
連携についてあらかじめ協議しておくことが重要と認識。

○ また、天草・阿蘇地域においては、感染症対応の有無に関わらず、将来に向けて従前の課題
に取り組む動き※が継続されていることから、そのような取組みを引き続き支援していく。

※ 天草市立４病院の分化・連携、阿蘇地域での公立病院の連携（小国公立病院と阿蘇医療センター）等
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熊本県における地域医療構想の進め方について（案）②

今後の取組の方向性

【熊本・上益城、宇城、阿蘇、天草】
公立・公的医療機関等の具体的対応方針の
再検証

【全圏域】
地域医療構想に対する認識不足への対応
医療機関相互の役割分担や連携に向けた
取組み

再編等の具体案検討の加速化

③ 基本計画策定や再編等に係る施設整備へ
の支援等

⇒ 地域医療介護総合確保基金や国庫補助
を活用した支援

2025年を見据えた検討着手の推進

① 地域課題の見える化・共有
⇒ 部会等を活用した協議の場づくり

② 具体的な連携策の検討
⇒ 課題解決に向けた方策検討への支援

高齢化や人口減少が着実に進む中、地域医療構想の実現に向け、感染症対応
を通して確認された公立・公的医療機関が担うべき役割等も踏まえながら、地
域での検討・議論の促進や、財政支援により、地域の課題解決、分化・連携に
向けた取組みを着実に進める。
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熊本県における地域医療構想の進め方について（案）③

19

○ 今般、令和4年3月24日付け厚生労働省医政局長通知において、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が認識されたことや、医師の時間外労働の上限規
制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、地域全体での質が
高く効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組みを進めることが重要であることに追加
的に留意し、2022年度(令和4年度)及び2023年度(令和5年度)において具体的対応方針の策定や検
証・見直しを行うこととされた。

○ これまで公立・公的・民間医療機関においては、2025年を見据え、構想区域において担うべき
医療機関としての役割や、医療機能ごとの病床数を含んだ具体的対応方針を検討いただき、
それぞれの地域調整会議で協議・合意いただいてきたところ。

○ 本県では、まず、「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証（令和元年度）」の対象
となった医療機関※1の具体的対応方針の検証を引き続き進め、地域調整会議で協議する。

※1：協議未了の熊本市立植木病院、宇城市民病院、国立病院機構熊本南病院、小国公立病院

○ 上記以外の公立・公的医療機関、民間病院及び有床診療所については、追加的に示された留意事
項を踏まえ具体的対応方針の検証（公立病院は「公立病院経営強化プラン」の策定）に着手する。
検証後、平成30年度以降実施してきた協議の進め方※2に沿って、地域調整会議において決定する
協議方法・協議順序に基づき、令和5年度にかけて順次協議を行う。

※2：「政策医療を担う中心的な医療機関等」は統一様式により、その他の民間病院及び有床診療所については、地域調整
会議で決定する方法（病床機能報告結果を一覧にした資料により一括して協議する等）により協議する。（Ｐ19,20参照）

令和４年度の具体的な取組み
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対象医療機関

再検証対象医療機関は、がん、心血管疾患、脳卒中などの全ての領域において「診療
実績が特に少ない」(9領域)又は「類似かつ近接」(6領域)の要件に該当する医療機関で、
本県では、次の6病院が対象。

• 熊本市立植木病院(熊本・上益城)
• 熊本医師会立熊本地域医療センター(熊本・上益城)
• 宇城市民病院(宇城)
• 国立病院機構熊本南病院(宇城)
• 小国公立病院(阿蘇)
• 天草市立牛深市民病院(天草)

要請内容

再検証対象医療機関は、次の点について検討を行い、その結果を反映した具体的対応
方針を地域医療構想調整会議において説明し、合意を得ること。

① 現在の地域における急性期機能や、将来の人口推移とそれに伴う医療需要の変化等
を踏まえた、2025 年を見据えた自医療機関の役割

② 分析対象とした領域ごとの医療機能の方向性（他の医療機関との機能統合や連携、
機能縮小・廃止等）

③ 上記を踏まえた機能別の病床数

【再検証要請の趣旨】
各医療機関の役割等の再検証をお願いするもので、医療

機関そのものの統廃合を機械的に決めるものでもない。
地域の実情を踏まえ、地域調整会議で、2025年のあるべ

き姿に向けて必要な医療機能の議論を進めて頂きたい。

公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請への対応状況①参考



○ 植木病院事務局において、熊本市民病院や、近隣の医療機関との役割分担、診療実績等の
分析を実施中。

熊本市立植木病院

公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請への対応状況②

熊本市医師会立熊本地域医療センター

宇城市民病院

「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」（令和２年１月17日付け
厚生労働省医政局長通知）で再検証の対象となった６病院のうち５病院は、新型コロナ患者の
入院病床を確保し対応いただいているところ。
令和３年度までの主な取組み状況は以下のとおり。

○ 令和２年４月１４日、今後のあり方検討について市医師会と意見交換。

○ 建替え方針の検討にあたっては、長期的な運営を維持するため、適切な規模にダウンサイジング
しつつ、診療科のあり方も検討していくこととされた。

○ 担う役割について検討後、令和４年２月の熊本・上益城地域調整会議で合意された。

⇒ 人口減少・少子化のなか、担う役割に重点化するため、病床数を 227床 → 204床 へ減少。

国立病院機構熊本南病院

○ 宇城総合病院を含めた、宇城地域の旧松橋町地域に所在する公立・公的の３病院による意見交換
の場を設置することで合意済み。

○ 検討のキックオフとして、令和２年３月５日に最初の意見交換会を予定していたが、コロナ対応
のため延期とした。

○ 令和４年２月１５日、宇城市が市民病院の民間譲渡方針を発表。

参考
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小国公立病院

天草市立牛深市民病院

○ 令和２年１２月２２日、「阿蘇地域の医療提供体制に関する意見交換」を開催。

○ 小国公立病院、阿蘇医療センターの両院長に加え、阿蘇市長、小国町長、南小国町長、産山村長
も出席。地域の医療提供体制の維持には、経営の継続や医療人材の確保について、複数医療機関
で連携して検討していく必要があることについて認識を共有。

○ 議論を進めるため、小国公立病院、阿蘇医療センター間での意見交換を定期的に開催中。

○ 牛深市民病院を含む天草市立４病院（牛深、栖本、新和、河浦）の今後のあり方について検討。

○ 医療機能は落とさずに効率化を進める観点から、４病院の総病床を約３割削減した上で、
回復機能の充実、在宅医療・健康増進等に取り組むことを盛り込んだ再編方針について、
令和元年１２月の天草地域調整会議で合意された。

○ 令和２年８月には、国による重点的な支援が受けられる「重点支援区域」に選定された。

○ 令和３年３月には、再編方針を具体化した「第４期天草市立病院改革プラン」が策定された。

○ 同プランに基づき、施設の改修等を実施中。

役割の見直しの方向性 見直し前 見直し後 減

牛深市民病院 急性期医療の充実 148 118 ▲ 30
栖本病院 糖尿病医療等の充実 70 44 ▲ 26
新和病院 回復期リハビリ等の充実 40 30 ▲ 10
河浦病院 回復期・療養機能の充実 99 66 ▲ 33

合　計 357 258 ▲ 99
※病床数の見直しは、
令和３年３月に実施済み。

（単位：床）

公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証要請への対応状況③参考
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１－１ 厚生労働省通知の内容(その１)

23

平成30年2月7日付け厚生労働省通知により、次の項目
について協議の上、合意を得るよう要請があった。
① 2025年を見据えた構想区域において担うべき医療

機関としての役割

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

公立病院及び公的医療機関等2025プラン策定対象医療
機関(県内65医療機関、以下「政策医療を担う中心的
な医療機関等」)だけでなく、その他の病院及び有床
診療所(県内約430医療機関)も協議対象とされ、平成
30年度中の協議開始を求められている。

参考

第３回熊本県地域医療構想調整会議
（平成３０年６月２９日）資料１ 一部抜粋



１－３ 地域調整会議の協議方法等

24

区分 政策医療を担う中心的な
医療機関等

その他の病院及び有床診療所

協議
方法

個別説明（「統一様式」） 地域調整会議で決定する方法

時期 平成29～30年度 平成30年7月以降

項目 医療機関や構想区域の現状
と課題

地域において今後担うべき
役割

病床機能ごとの推移(現状、
6年後、2025年)

診療科の推移
病床稼働率や紹介率・逆紹
介率(数値目標)

地域において今後担うべき
役割

病床機能ごとの推移(現状、
6年後、2025年※)＝病床機
能報告を活用
※ 病床機能報告では任意であるため、
必要に応じて聞き取り等

その他地域調整会議が必要
と認める項目

第３回熊本県地域医療構想調整会議
（平成３０年６月２９日）資料１ 一部抜粋

参考



１－５「その他の病院及び有床診療所」の協議方法等
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• 「その他の病院及び有床診療所」の協議は、 「統一
様式」又は準じる様式※１による協議のほか、病床機
能報告結果を一覧にした資料を用い、一括※２して行
うこともできることとする。
※１ 今後の担うべき役割や診療科、病床数等を含む。
※２ 一括協議を行う医療機関の範囲は、地域調整会議で決定する。

• 上記に関わらず、過剰な病床機能への転換、非稼働病
床を有する医療機関については、医療法や通知に基づ
き、個別に協議する。

第３回熊本県地域医療構想調整会議
（平成30年6月29日）資料1 一部抜粋

参考
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公立病院経営強化の推進について参考 総務省
作成資料
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「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の概要参考 総務省
作成資料



各地方公共団体に策定を求める「公立病院経営強化プラン」の主なポイント参考 総務省
作成資料

28
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区分 政策医療を担う中心的な
医療機関等

その他の病院及び有床診療所

協議
方法

個別説明（「統一様式」） 地域調整会議で決定する方法
⇒ 一覧を用いて一括して協議

時期 令和４～５年度 令和５年度

項目 医療機関や構想区域の現状と
課題

地域において今後担うべき役割
新興感染症への対応
医師の働き方改革を踏まえた
医療従事者の確保対策

病床機能ごとの推移(現状、2025年)

診療科の推移
病床稼働率や紹介率・逆紹介率

(数値目標)

地域において今後担うべき役割
新興感染症への対応
医師の働き方改革を踏まえた

医療従事者の確保対策
病床機能ごとの推移(現状、2025年※)

＝病床機能報告を活用
※ 病床機能報告では任意であるため、

必要に応じて聞き取り等

その他地域調整会議が必要と
認める項目

宇城地域医療構想調整会議の協議方法

○ 従前の「統一様式」及び一覧等に、新たな留意事項を追加で記載したうえで、再検証する。



現在の統一様式の構成

30

2025プラン

１．現状と
課題

(1)構想区域の現状
(2)構想区域の課題
(3)自施設の現状
(4)自施設の課題

２．今後の
方針

(1)地域において今後担うべ
き役割

(2)今後持つべき病床機能
(3)その他見直すべき点

３．具体的
な計画

(1)４機能ごとの病床のあり
方について

(2)診療科の見直しについて
(3)その他の数値目標
①病床稼働率
②手術室稼働率
③紹介率
④逆紹介率
⑤人件費率
⑥医療収益に占める人材育

成にかける経費

改革プラン

１．病院の現状
(1)病床数
(2)診療科目 等

２．地域医療構
想を踏まえた役
割の明確化

(1)当該病院の果たすべき役
割(平成32年度末における
具体的な将来像)

(2)2025年における具体的な
将来像

(3)地域包括ケアシステム構
築に向けて果たすべき役
割

(4)医療機能等指標に係る数
値目標 等

３．経営の効率
化

(1)経営指標に係る数値目標
(病床利用率 等)

(2)経常収支比率に係る目標
設定の考え方 等

４．再編・ネッ
トワーク化

(1)構想区域内の病院等配置
の現況

(2)当該病院に係る再編・
ネットワーク化計画の概
要

５．経営形態の
見直し

(1)経営形態の見直し計画の
概要等

統一様式

１．現
状と課
題

自施設の現状と課題

２．今
後の方
針

地域において今後担
うべき役割

３．具
体的な
計画

(1)今後提供する医
療機能に関する事
項
①４機能ごとの病
床のあり方

②診療科の見直し
(2)数値目標
①病床稼働率
②紹介率
③逆紹介率
(3)数値目標の達成
に向けた取組みと
課題

４．その他特記事項公立病院追加記入

参考
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新たな留意事項等を追加した統一様式についてイメージ

統一様式

１．現状
と課題

自施設の現状と課題

２．今後
の方針

地域において今後担う
べき役割

３．具体
的な計画

(1)今後提供する医療機
能に関する事項

①４機能ごとの病床
のあり方

②診療科の見直し
(2)数値目標
①病床稼働率
②紹介率
③逆紹介率

(3)数値目標の達成に向
けた取組みと課題

４．その他特記事項

公立病院経営強化プラン

(1)役割・機能の最適
化と連携の強化

・地域医療構想等を踏まえた
当該病院の役割・機能

・地域包括ケアシステムの構
築に向けて果たすべき役
割・機能

・機能分化・連携強化

(2)医師・看護師の確
保と働き方改革

・医師・看護師等の確保
・医師の働き方改革への対応

(3)経営形態の見直し

(4)新興感染症の感染
拡大時等に備えた平時
からの取組

(5)施設・設備の最適
化

・施設・設備の適正管理と整
備費の抑制

・デジタル化への対応

(6)経営の効率化等 ・経営指標に係る数値目標

新たな留意事項

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機
能分化・連携等の重要性が改めて認識されたことを十
分に考慮する。【新興感染症への対応】

2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、
2035年度末に暫定特例水準を解消することとされてい
ることに十分留意する。
【医師の働き方改革を踏まえた医療従事者確保対策】

統一様式

１．現状
と課題

自施設の現状と課題

２．今後
の方針

地域において今後担うべ
き役割
・新興感染症への対応

３．具体
的な計画

(1)今後提供する医療機能
に関する事項

①４機能ごとの病床の
あり方

②診療科の見直し
(2)数値目標
①病床稼働率
②紹介率
③逆紹介率

(3)数値目標の達成に向け
た取組みと課題
・医療従事者確保対策

４．その他特記事項

公立病院は
追加で整理が必要

追加項目を統一様式に
追加で記載したうえで

今後の方針・具体的な計画
を再検証
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各地域調整会議において役割を協
議することとしている「政策医療を
担う中心的な医療機関」は、熊本県
地域医療構想「第５章 構想区域ご
との状況」に記載する次の拠点病院
及び地域医療支援病院を基に、各地
域調整会議で決定する。

・図表59｢各構想区域の５疾病に係る
拠点病院及び地域医療支援病院｣

・図表60｢各構想区域の５事業に係る
拠点病院｣

※H29.6.30 第１回熊本県地域医療構想調整会議（資料１）より

政策医療を担う中心的な医療機関について参考

（参考）熊本・上益城構想区域の図表59、60 ⇒
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宇城地域医療構想調整会議の協議順序

令和４年度 令和５年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

２月頃
第２回
会議

２月ごろ
第３回
会議

６～７月
第１回
会議

10～11月
第２回
会議

②公的医療機関等及び
公立病院(①を除く)

宇城総合病院、済生会みすみ病院

地
域
調
整
会
議

8/12
第１回
会議

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①再検証要請対象医療機関

熊本南病院

③その他の病院及び有床診療所

○ 政策医療を担う中心的な医療機関等（①～②）について統一様式を用いて協議する。

○ その後、その他の病院及び有床診療所（③）について、病床機能報告等を活用した一覧
を用いて一括して協議する。

②① ③


